
 

  

 

 

 

 

長野県消費生活サポーターの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。皆様の啓発活動に少しでも役立つ情報を掲

載しました。下記の「知っておきたい参考情報」や送付資料をご覧いただき、ご近所や職場などで関係する方々に対して、

ぜひお伝えいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

   

市販コロナ検査キットについての注意 

市販されている研究用抗原検査キット及び抗体検査キットは、国が認めた対外診断用医薬品ではありません。 

そのため、自己判断で新型コロナウイルス感染の有無を調べる目的で使用しないようにしてください。消費者庁と厚生労

働省は、「市販品の精度は保証されていない。感染の有無を調べるために使わないで」と呼びかけている。 

新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、受診相談センター又は医療機関に相談してください。 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/023650/ （消費者庁 HP） 

いざという時に困らないために（災害に備えた食品の備蓄） 

この 3 月で、東日本大震災から 10 年になりました。内閣府が 2016 年に実施した「日常生活における防災に関する

意識や活動についての調査結果」から、自分の住んでいる地域に大災害（地震、水害など）が発生すると考えている

人は、6 割を超えています。また、厚生労働省が調査した「令和元年 国民健康・栄養調査」によると、災害時に備えて

非常用食品を用意している世帯は、50％以上にのぼりました。一方で、全国の消費生活センターには 2015 年度以降

の 5 年余りで備蓄食品に関する相談が、207 件寄せられています。 

適切に食品の備蓄をするには・・・ 

   ・備蓄食品は賞味期限や包装状態等を定期的に確認し、入れ替えを行いましょう。賞味期限が切れた食品は一律に 

廃棄するのではなく、適切な消費を心掛けましょう。 

・食品の備蓄を行う場合は、栄養バランスを考え、ライフラインが停止した場合なども想定し、各家庭に合った食品を備え 

ておくと良いでしょう。                           

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210304_1.html （国民生活センターHP） 

 

  「令和２年度長野県消費者大学 on WEB」で使用した動画教材の活用について 

     先日メール配信希望のサポーターの皆さんにはお伝えしましたが、令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日ま

消費生活サポーターだより No.４４        
 令和３年３月 

長野県PRキャラクター「アルクマ」  

©長野県アルクマ 

知っておきたい参考情報 

https://www.caa.go.jp/notice/entry/023650/
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210304_1.html


で動画教材が YouTube で限定公開されます。消費生活サポーターの皆さんが出前講座で本動画教材を使用しようと

する場合は、くらし安全・消費生活課まで事前にご連絡ください。 

 

 

サポーターの皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、出前講座のような形での啓発は難しいと思

いますが、注意を要する事例を毎月お送りしているメールマガジンに掲載していますので、家族や職場など、身近な方に

是非広めていただき、消費者被害防止にご協力ください。 

本年度の消費生活サポーターの活動報告書を 4 月 30 日（金）までにご提出願います。ご近所での集まり（少

人数）で、特殊詐欺防止の話をした、エシカル消費の話をした、というようなものも活動のうちです。小さな活動でもぜひ

ご報告ください。 

 

    

消費生活サポーターでもあり、上田消費者の会の会員でもある我妻やす子さんから、上田地区でのレジ袋持参率の

話をお伺いしました。「環境にやさしいお店調べ」ということで、上田地区の小売店舗（12 店舗）で調査をされました。

2019 年 7 月と 2020 年 7 月を比較したところ、レジ袋の持参率は 44.6％から 74.3％に大きく伸びました。今年調

査したらもっと持参率が高くなるかもしれません。 

 

 

「人・社会、環境、地域に配慮した思いやりのある消費」に「健康」を加えたものが「長野県版エシカル消費」です。 

皆さん、エシカル消費をしていますか？3 月初旬から、県内のイオン 12 店舗とコープながの 2 店舗 

の協力により、「エシカル消費」のスイング POP を商品陳列棚に掲示しています！ 

お買い物の際の参考にしていただけると嬉しいです。 

 

 

独立行政法人国民生活センター（詳細は別紙参照） 

  「見守り新鮮情報 第 387 号 店舗での買い物は、クーリング・オフできません」 

  「見守り新鮮情報 第 388 号 偽警告表示プリペイド型電子マネーで支払わせる手口に注意」 

  「子どもサポート情報 第 168 号 危険！食品による窒息事故」 
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送付資料（啓発資料から） 

消費生活サポーターの皆様へのお願い 

長野県版エシカル消費 

活動のご紹介（こんな活動が行われています！） 
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